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第２４期佐世保市農業委員会第２９回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和４年１０月２７日（木） １３時３０分から１５時００分 

 

２ 開催場所  市役所４階 全員協議会室 

 

３ 出席農業委員（１９名） 

 

４ 欠席農業委員 

なし 

 

５ 出席推進委員（１８名） 

 

６ 欠席推進委員 

なし 

 

 

 

委員  １番   有馬 秀志 

委員  ２番   北村 憲治 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   中里 政義 

委員  ５番   八並 秀敏（会長） 

委員  ６番   浦  清一 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   小川 憲市 

委員  ９番   牟田  昇 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   伊賀﨑典正 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀 

委員 １７番   松永 信義（副会長） 

委員 １８番   内野 正実 

委員 １９番   大宅 和子 

針尾地区     原  和文 

江上地区     古川 清志 

宮地区       坂口  要 

三川内地区     迎  篤之 

早岐地区     久野 利幸 

日宇地区     磯本 安男 

佐世保地区     松永 豊吉 

柚木地区     宮﨑  敦 

大野地区     村田  司 

皆瀬地区     山口 良行 

中里地区     永田富士夫 

相浦、九十九地区 冨川 利光 

吉井地区     末永 広幸 

世知原地区    尾﨑 修平 

宇久地区     畠中 辰秀 

小佐々地区    松田  眞 

江迎地区     小川 憲人 

鹿町地区     松田 庄二 
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７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  松瀬  哲 

事 務 局 次 長  小長 賢二 

事 務 局 係 長  博多屋孝昭 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事務局主任主事  田中  豊 

事務局主任主事  牟田 雄介 

  事務局主任主事  佐藤 拓磨 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第２８９号議案  農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請について 

第２９０号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）について 

第２９１号議案  農地改良等届について 

第２９２号議案  非農地証明願について 

第２９３号議案  非農地通知の取消について 

第２９４号議案  非農地通知について 

第２９５号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

第２９６号議案  農地法第３条の規定による買受適格証明願について 

第２９７号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第２９８号議案  農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について 

 

報告１  農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４  農地転用許可不要案件の受理について 

報告５  都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告６  佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催状況につ

いて 

報告７  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告８  農用地利用集積・配分計画解約通知について 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第２９回総会を開会いたします。一、開会。 

①会長挨拶。 

 

会  長   皆さま、こんにちは。朝晩冷え込む季節となりましたが、今年は夏から冬までの期間



3 

が短くなったのではないかと思われるぐらい急激に冷え込む日が続くようになりました。

また、コロナウイルスが収まったわけではございませんので、十分配慮しながら進めて

参りたいと思います。 

議案について慎重にご審議賜りたいと思います。以上で開会にあたりましての私のご

挨拶とさせていただきます。 

 

副 会 長   それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。欠席の届が提出されて

おりませんので、現に在任する委員１９名のうち１９名の出席により過半数に達してお

りますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保市農業委員会会議規

則第６条の規定に基づき、本総会が成立していることをご報告いたします。 

なお、委員定足数には関係ございませんが、推進委員からの欠席届も提出されていな

いことを併せてご報告いたします。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、４番 中里政義委

員、６番 浦清一委員、補充として７番 川口勇二委員にお願いいたします。 

 

議 長   それでは早速、議事に入りたいと思います。 

第２８９号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請につい

て事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第２８９号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請

について、説明いたします。 

１番、中里地区。８月の総会であがった議案の計画変更です。当初計画者、変更申請

者は記載のとおりです。申請地及び転用目的は当初計画と変わりはありません。変更の

理由としましては、当初計画どおりに着手したが、隣接市道の交通量と通行人が多く、

駐車場から市道への出庫時に見通しが悪く危険であることが判明。周囲の安全への配慮

から市道並みの高さまで嵩上げすることが適当と判断されたためです。耕作者なし、農

地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項

としまして、こちらは佐世保市立中里小学校から西に約４２０ｍの位置にあります。被

害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高１．２ｍ。東側隣接農地との間は土羽

により安定勾配を保ち締固め施工することから、被害を及ぼすおそれはない。日照通風、

工作物を設けないことから、被害を及ぼすおそれはない。排水計画、雨水自然流下、水

路放流。汚水・生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係

は許可不要です。許可期間に変更はありません。本計画変更承認申請については当初申

請と同一事業者による、計画の一部変更のため、新たな転用許可は必要としません。 

２番、相浦・九十九地区。当初計画者、変更申請者は記載のとおりです。申請地につ

いては当初計画と変わりありません。当初の転用計画は資材置場。計画変更後の転用目
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的も変わりありませんが、資材置場の面積減少に伴い面積に変更が生じております。変

更の理由としましては、当初、西九州自動車道弓張トンネル工事に係る資機材置場とし

て利用していたが、申請地において小野橋上部工工事が生じたため計画者が変更になっ

たものです。耕作者あり。農振内農用地の一時転用です。参考事項としまして、こちら

は小野町公民館より北東に約３８０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、盛土最高３．０ｍ。川べりに大型土のうを設置して、河川への土砂流出が起

こらないようにする。日照通風。周辺に農地はなく、建物も建設しないため、周辺の営

農条件に支障を及ぼすおそれはない。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は

生じない。添付書類は記載のとおりです。農地復元計画書の内容としましては、土木シ

ートを撤去して有効土及び作土を埋め戻し、原形復元する。となっています。当初許可

期間は令和３年４月１５日から令和５年４月１４日となっており、変更後は令和４年１

１月１５日から令和６年４月１４日までに変更となっております。本計画変更承認申請

については当初申請と異なる事業者による、計画の一部変更及び許可期間の変更のため、

新たな転用許可が必要となります。 

以上ですが、１番の案件について、関係する委員の方がおられます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規

定により、退席していただき先行審議をいたします。該当委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番中里地区。 

 

１ １ 番   １１番近藤です。１０月２３日に永田委員と現地を見て参りました。市道の高さまで

造成するとのことですが、問題ないと見て参りました。 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

永田委員   中里地区の永田です。近藤委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議  長   それでは、この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。１番の案件は今回計画変更承認申請が提出なされましたが、すでに 

工事は完成しており、すでに運用されているように見えるのですが、どうなっているの

でしょうか。 

 

議  長   近藤委員から回答をお願いします。 
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１ １ 番  １１番近藤です。８月に許可がおり、造成を行ったものの現在工事自体は止まっており

ます。 

 

議  長   よろしいでしょうか。他に質問はございませんか。 

 

９  番   ９番牟田です。変更内容に市道並みの高さに造成を行う。造成計画では盛土最高１．

２ｍと記載されておりますが、今回の申請でこれ以上造成を行うようになるのでしょう

か。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   事務局です。当初計画では盛土最高０．８ｍ、今回変更は盛土最高１．２ｍになって

おります。 

 

９  番   当初計画盛土最高０．８ｍ、計画変更盛土最高１．２ｍになるとわかりやすいので、

そのように記載をお願いします。 

 

議  長   事務局は今後記載方法を検討するように。 

 

議  長   他に質問はございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。１番の案件につきまして、賛成の農業委員の挙

手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、許可相当として県に進達いたします。 

委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。２番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。１０月２６日に冨川委員と現地を見て参りました。現地は西九州

自動車道の工事を行っており、資材置場として継続して利用されるとのことで問題ない

と見て参りました。 
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議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。今伊賀﨑委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議  長   それでは、この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。土木シートを敷いて一時転用で利用することになっていると思いま

すが、土木シートの損傷や破損がないか現状を教えてください。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   事務局です。土木シートは土に埋まっている状態ですので内部の方の破損については

外部から確認が出来ていない状態です。当時の計画通りに土木シートの上に土嚢を積ん

で造成の工事を行っているということは外部から確認できました。内部の状況について

は復元の時に確認するしか方法はないと考えております。 

 

議  長   他に質問はございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。第２８９号議案につきまして、賛成の農業委員

の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、許可相当として県に進達いたします。 

   次に、第２９０号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第２９０号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）につ

いて、説明に入る前に、議案の差し替えがございますので本日配付しております。そち

らをご覧ください。それでは第２９０号議案農地法第５条第１項の規定による許可申請

（一時転用）についてをご説明します。１番、相浦、九十九地区。こちらは先ほどの２

８９号議案において、計画変更承認申請が行われた２番の案件の計画者変更に係る申請

となります。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、小野町の４筆。地目

は、登記田、畑、現況田、畑。面積は 4 筆合計で４３０．６７㎡です。転用目的はクレ

ーン設置及び資機材設置場所。権利は、賃借権設定、１年５か月です。施設は、資材置

場８４．８３㎡、重機配置６６．５５㎡、駐車場３台。耕作者あり。農地区分は、農振

内農用地です。参考事項としまして、こちらは小野町公民館より北東に約３８０ｍの位
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置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高３．０ｍ。川べりに

大型土のうを設置して、河川への土砂流出が起こらないようにする。日照通風。周辺に

農地はなく、建物も建設しないため、周辺の営農条件に支障を及ぼすおそれはない。排

水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。

農地復元計画書の内容としましては、土木シートを撤去して有効土及び作土を埋め戻し、

原形復元する。となっています。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。１０月２６日に冨川委員と現地を見て参りました。第２８９号議

案の時にも述べたように資材置場として継続して利用されるとのことで問題ないと見て

参りました。 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。今伊賀﨑委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議  長   それでは、この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。参考事項に佐世保市長の意見書添付予定と記載されておりますが、

佐世保市長の意見書が議案を審議するうえで必要な書類かどうか。またどのような内容

のものになるのかご教授ください。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   事務局です。農業振興地域の農用地計画については、佐世保市が策定しています。今

回の申請地は農用地区域に該当しており、原則として転用はできない制度になっていま

す。 

しかし、一時転用であれば佐世保市に意見を聴取し、問題がなければ一時転用許可が

可能です。今回も農政課へ農用地計画上問題ないことを意見聴取しました。 

 

議  長   他に質問はございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。第２９０号議案につきまして、賛成の農業委員

の挙手をお願いします。 

 



8 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第２９０号議案については、許可相当として県に進達いたします。

続きまして、第２９１号議案 農地改良等届について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第２９１号議案 農地改良等届について、説明いたします。 

１番、宮地区。届出人は記載のとおりです。土地の所在は宮津町の１筆。地目は、登記

田、現況山林。農地面積、施工面積は２１３㎡です。農地改良を必要とする理由は畑と

して利用する為。参考事項としまして、こちらは佐世保市南部漁協から南へ約４００ｍ

の位置にあります。作付計画はみかん。作付予定日は令和５年９月３０日。工事期間は

令和４年１１月１日から令和５年３月３１日。施工者、土の採取場所、土の種類は、記

載のとおりで、埋立ての高さは、盛土最高１．０ｍとなっております。土の量は２１３

㎥、添付書類等は記載のとおりです。こちらは、農振内白地です。 

なお、１番の案件について、関係する委員の方がおられます。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規

定により、退席していただき審議をいたします。該当委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

坂口委員   宮地区の坂口です。１０月２３日に届出人と現地を見てまいりました。この農地は届

出人所有の樹園地に隣接した耕作放棄地でありまして８月の総会にて所有権移転を行い、

取得された農地です。盛土を行った後、苗木を植えて隣接農地と一体的に使用するため

の改良工事でして、被害防除計画通り施工していただければ何ら問題ないとみてまいり

ました。 

 

議  長   それでは、この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。第２９１号議案につきまして、賛成の農業委員

の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、受理することといたします。 
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議  長   委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   続きまして、第２９２号議案 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第２９２号議案 非農地証明願について、説明いたします。 

１番、日宇地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は大和町の１筆。登記地目

畑、現況宅地。面積は３３㎡です。願出の理由は記載のとおりです。参考事項としまし

て、こちらは佐世保市立日宇小学校から南東に約５３０ｍの位置にあり、市街化区域で、

事由の②－１に該当します。 

２番、大野地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は瀬戸越町の１筆。登記地

目畑、現況宅地。面積は３９９㎡です。願出の理由は記載のとおりです。参考事項とし

まして、こちらは県立佐世保西高等学校から南西に約３２０ｍの位置にあり、農振外で、

事由の②－１に該当します。 

３番、宇久地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は宇久町平の１筆。登記地

目畑、現況宅地。面積５４０㎡です。願出の理由は記載のとおりです。参考事項としま

して、こちらはエビスが丘中央公園入口より北へ約１２０ｍの位置にあり、農振内白地

で、事由の②－３－３に該当します。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

  

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番日宇地区。 

 

６  番   ６番浦です。１０月２３日に磯本委員と現地を見て参りました。問題ないと見て参り

ました。 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

磯本委員   日宇地区の磯本です。浦委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議 長   続きまして、２番大野地区 

 

９  番   ９番牟田です。１０月２４日に村田委員と現地を見て参りました。願出の理由のとお                         

      り現地は農地法施行の前より宅地として利用されており特に問題はございません。 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 
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村田委員   大野地区の村田です。牟田委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議 長   続きまして、３番宇久地区 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。１０月２２日に現地調査を行いました。この案件は昭和５０年に転

用の許可が下りていますが、その後地目変更を行っていなかっただけですので何ら問題

はございません。 

 

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

畠中委員   宇久地区の畠中です。西尾委員が言われたとおりで、問題ありません。 

 

議  長   この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第２９２号議案について非農地証明を交付することといたします。 

       続きまして、第２９３号議案 非農地通知の取消について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   はい、第２９３号議案非農地通知の取消について、ご説明いたします。 

議案記載のとおり農業委員会総会開催日において非農地と判断した土地について、申

出等により現地再調査を行った結果、確認に誤りがあったことが判明し、農地に該当す

ると判断したため非農地通知を取り消すものです。土地の所在、地目、面積等は記載の

とおりです。取消にあたりましては、改めて、非農地通知の取消の通知を土地の所有者

に送ることになります。 

 

議  長   それでは、本件について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 
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議  長   賛成多数ですので、第２９３号議案について、非農地通知を取り消すことといたしま

す。続きまして、第２９４号議案 非農地通知について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第２９４号議案非農地通知について説明いたします。 

今回の非農地通知案件は、１９３筆で面積が１２４，４５６.１１㎡です。これまで

の利用状況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。本総会で承認し

ていただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併せて関係機関に非

農地リストを提出いたします。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、本件について何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、本件について非農地通知を発出することといたします。 

続きまして、第２９５議案 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第２９５号議案 農地法第３条の規定による許可申請について、説明いたしま

す。 

１番針尾地区譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地針尾東町の４筆、地目は登

記畑、現況樹園地。面積合計４，４６０㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買

です。譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

２番針尾地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地針尾東町の 1 筆、地目は

登記田、現況樹園地。面積１，４８２㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買で

す。譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

３番吉井地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地吉井町田原の８筆、地目

は登記田、現況田。面積合計６，９８４㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

以上３件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１、２番針尾地区。 

 

１  番   １番有馬です。１０月２５日に原推進委員と現場を見てまいりました。特に問題ない
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と見てまいりました。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

原 委 員   針尾地区の原です。特に問題ないと見てまいりました。以上です。 

 

議  長   続きまして、３番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。１０月２５日に末永推進委員と譲受人と現場を見てまいりました。

これまでの所有者は高齢、あまり条件が良くない水田で農地を手放したいと考えていた

ようです。今回の買い手が見つかりよかったと思います。特に問題ないと見てまいりま

した。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

末永委員   吉井地区の末永です。特に問題ないと見てまいりました。以上です。 

 

議  長   それでは、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第２９５号議案については、許可することといたします。 

       続きまして、第２９６議案 農地法第３条の規定による買受適格証明願について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第２９６号議案 農地法第３条の規定による買受適格証明願について、説明いたしま

す。 

この議案は、長崎地方裁判所佐世保支部による不動産競売事件に係る期間入札参加の

ための証明願いです。１番早岐地区。土地の所在は重尾町の１筆。地目は登記田、現況

休耕。面積４７６㎡。農振内白地。願出人の経営状況等は記載のとおりです。参考事項

といたしまして、入札期間は令和４年１２月５日から令和４年１２月１２日午後４時ま

でとなっております。この議案については、農地法第３条許可申請に準じて審議します

ので、承認を得られれば、競売後の落札者による３条申請は、局長専決で許可いたしま

す。なお、買受適格証明願については、競売に係る情報になりますので、守秘義務の徹

底をお願いします。 
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以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長   それでは、担当委員の調査結果ですが、１番については、私から報告します。１０月

２５日に久野推進委員と見て参りました。申請地は現在休耕ではあるが、すぐに利用で

きると見て参りました。願出人は針尾地区でみかんを中心に栽培されている農家である

ことから問題ないと見てまいりました。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

久野委員   早岐地区の久野です。委員の言われた通り特に問題ないと見て参りました。 

 

議  長   願出人の経営状況について主な経営地がある針尾地区の農業委員の意見をお願いしま

す。 

 

１  番   １番有馬です。みかん主体で耕作されており、問題ないと思われます。 

 

議  長   針尾地区担当推進委員の意見をお願いします 

 

原 委 員   針尾地区の原です。何ら問題ないと思われます。 

 

議  長   それでは、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第２９６号議案については、適格者であると認め証明書を交付す

ることといたします。なお、この議案については守秘義務の徹底をよろしくお願い致し

ます。 

       続きまして、第２９７議案  農用地利用集積計画（案）について、事務局の説明を

お願いします。 

 

事 務 局   はい、第２９７号議案 農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

利用権の設定は、針尾地区１件、宮地区２件、早岐地区１件、大野地区１件、鹿町地

区１件の合計６件です。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。

集積に関与した委員・推進委員名に記載漏れがございましたら、ご教示ください。なお、

５番の大野地区の案件について、関係する委員がおられます。 
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以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ５番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規

定により、退席していただき先行審議をいたします。該当委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは、５番の議案についてご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。５番の案件について承認されました。委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは、５番以外の案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。第２９７号議案につきまして、賛成の農業委員

の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第２９７号議案は全て承認されましたので、（案）を削除願います。 

続きまして、第２９８号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】

（案）について、事務局より説明をお願します。 

 

事 務 局   はい、第２９８号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）に

ついて、ご説明いたします。 

農地中間管理事業に係る一括方式による利用権設定につきまして宮地区２件、早岐地

区１件、柚木地区１件、世知原地区３件、小佐々地区１件の合計８件の申し出がありま

した。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。なお、８番の小

佐々地区の案件について、関係する委員がおられます。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 



15 

 

議  長   ８番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規

定により、退席していただき先行審議をいたします。該当委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは、８番の案件について意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。８番の案件について承認されました。委員は入室願います。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは、８番以外の案件につきまして、何かご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   ないようですので、採決に入ります。第２９８号議案につきまして、賛成の農業委員

の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第２９８号議案は全て承認されましたので、（案）を削除願います。 

続きまして、報告案件に移ります。事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて 

報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて 

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について 

報告５ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告６ 佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催
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状況について 

報告７ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告８ 農用地利用集積・配分計画解約通知について 

以上、添付しております資料のとおりですので、ご確認をお願いいたします。以上で

す。 

 

議  長   続きまして、その他に移ります。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局  【荒廃農地の調査について】 

      【農業委員・農地利用最適化推進委員の改選について】 

      【タブレットについて】 

      【総会の日程について】 

【意見書に対する市長の回答について】 

 

議  長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日は、慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これをもちまして、第

２９回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 


